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岐阜県収用委 次回結審を宣言

私たちが中断・凍結を強 く求めたにもかかわらず、岐阜県収用委員

会は 11月 22日 に審理を行いました。 しかし、さすがに今回は結審

を強行 しきれず「次回は 2月 22日 。新たな意見が出なければ結審」

と宣言したそうです。 10月 24日 の「現地調査」の強行、今回 11

月 22日 の審理開催強行。岐阜県収用委の「先ず事業者の都合に合わ

せた収用裁決ありき」の姿勢は変わ りません。いずれ
「収用裁決」を

出してくるには違いありませんが、時期は来年 3月 以降になりました。

収用裁決が出されたら、収用裁決取消を求める訴訟を提起 しますЭ

く土老収罵制度 のあ

ク方を変えよラノ>
収用委員会が 「ま

ず収用裁決 あ りき」

となるのは岐阜県の

特異体質 の問題では

な く、現行の土地収

用制度、「公共事業」

の制度その ものの欠

陥です。収用委員会

は「事業認定処分」を 11/23 岐阜新聞

前提として、「事業の公益性は判断 しない。補償金額だけを決めるJと いうものです。そ

の事業認定処分は、結局は、事業者自身が自分で「公共性」を認定 しているのと変わ りま

せん。「およそ
"お上"の やることに間違いはない」ということ前提としているとしか思

えないこの制度は、「およそ
"お上
い
のやつてきた公共事業は間違いだらけ」であること

が明らかになっている現在、時代錯誤を通 り越 して滑稽です らあります。 (次
ページヘ )
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12月 24日 (日 )17時 ～  すき焼きパーティー

臨山ダム建設ψ」を越%弁  忘 年 余
会費 2000円  (事務局近くの工場の食堂をお借りして行います )

来年の運動方針なども一緒に考えましょう。多数のご参加を期待します。

参加ご希望の方は、事務局 (0584-78-4119)に ご連絡を。
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長野県 下諏訪 で た合涯レク1ム脇 瞬 ヂV (A.M.さ んからの報告)

ダム訴訟に取り組む原告と弁護士が「全国ダム訴訟交流集会」を 11月 2,3日 、長野

県下諏訪で開催 した。主催 した日本環境法律家連盟 (野呂汎代表、会員約 300名 )は、自

然の権利裁判で代理人を務める弁護士を中心に 1996年から調査、啓蒙活動を行っている。

今回の集会を中心となって進めてきた籠橋隆明弁護士によれば「公共事業に関わる裁判が

増加しており、知識の共有を目的に集会を開くことになった」という。

初 日は、水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之氏を講師に「我が国のダム政策の課題」と

題 して講演が行われた。 会場には、苫田ダム (岡 山)、 永源寺第ニダム (滋賀 )、 徳山ダ
ム (岐阜 )、 川辺川ダム (熊本)な ど、日本各地でダム訴訟を展開中の約 70名 が訪れた。

二日目は、これ ら各地のダムと地元長野県営の浅川ダム、下諏訪ダム計画などに取 り組

む住民や弁護士から、事業と訴訟の概要について報告と意見交換が行われた。

長野県では現在、この他、大仏、蓼科など合わせて 4つ の県営ダムで反対運動が起きて

いるが、田中康夫新知事が就任直後、すべての公共事業を一端中断 して見直すと表明した

ことから期待と注目が集まり、地元参加者からは緊迫 した報告が行われた。 (現在までに、

大仏ダムが中止、浅川ダムは始まっている工事の一端中断が決定 )

連盟は今後も「ムダなダムは要 らない」を原点に活動を続けると宣言して集会を閉じた。
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新年度会費の・次号にてお願いいたします

次号で、一般会費・原告会費の振込用紙を同封します。よろしくお願いします。 一般
会費は年間2000円 で、通信費・印刷費などの会の運営費用を援助 して頂くために、広
く皆さまにお願いしています。もちろん、強制するような性質のものではありません。「請

求されることだけで不愉快だ」と感 じられる方がいらしたら申し訳ないとは思いますが、

広く振込用紙をお渡しすることについては、どうぞご理解下さい。 原告会費は、行政訴
訟・住民訴訟の原告の方に、裁判費用として、「一家族あたり・訴訟件数にかかわりなく」

年間 1万 円 (半期5000円 )をお願いしています。裁判は長期にわたるので、ご負担が
大きく心苦しいですが、よろしくお願いいたします。 行政訴訟・住民訴訟日程が別れ、
それぞれが 1回 1回長い論戦となるような局面になりましたので、弁護団の負担も大きく

なっています。読者の方々には、物心両面でのご支援をあらためてお願い申しあげます。
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慈糧ダス〃〃 報告と″″
11/1 住民訴訟・第 1回弁論準備 (ラ ウンドテープル)報告

午後 1時半～ 2時半 岐阜地裁 8号法廷

◎ 原告代理人が事前に準備 した争点整理メモをもとにして、いきなり費用負担の同意の

違法性をめぐる論点の議論になる。

「争点整理メモ」の目次

1、 岐阜県の工水需要はない

徳山ダムの工水開発負担金を岐阜県が負担するのは間違っている。

2、 計画違法による費用負担の違法

フルプランは違法である。

3、 工業用水道事業者の同意に基づかない違法

一般職・県知事は工業用水道事業に係る負担の同意権者ではない。

4、 一般会計からの支出の違法

工業用水道特別会計を通さない支出は違法である。

◎ 議論の結果、次の 3点が次回までの原告側の宿題となった。

1)原告は同意の違法性 (県知事は同意権者でないという主張のほかに)を 主張するか。

2)ど の時点での違法か

3)費用負担のlDR意は財務会計行為の同意といえるか

◎ 今後も弁論準備で住民訴訟は進行する予定がたてられた。

新たな争点整理文書も出ます。原告の方以外で必要であれば、ご連絡くださ
い。

(ま とめ・三浦真智、補・近藤)

いよいよ山場を迎えます。是非傍聴を !(特に証人尋問)

証人尋問=2001年 2月 21日 CD 10時 (～ 17時)
この日に原告側証人主尋間の予定/嶋津暉之氏、富樫幸一

。岐阜大助教授

行政訴訟 (事業認定取消訴訟 )

12月 6日 (水)13時 30分～ 口頭弁論
一 証人尋間の予定及びその後の裁判の進行と日程

2001年 1月 17日 (水)10時 (又 は 13時) 口頭弁論
… 証人尋間詳細及び進行

2月 21日 (水 )10時 (～ 17時)  口頭弁論 (証人尋問 )

住民訴訟 (岐阜県公金支出差止訴訟 )

12月 6日 (水)14時 30分～ 弁論準備 (ラ ウンドテーブル)

2001年 1月 31日 (水)15時 ～  弁論準備 (ラ ウンドテーブル)

「やめよ !徳山ダム」 徳山ダム建設中止を求める会 代表 :上田武夫
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